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雇用調整助成金の今後について 
 

◆２月いっぱいで現行の特例措置は終了予定 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成

金の特例措置として、令和３年２月末まで日額上

限額の引上げ等がされていますが、３月以降段階

的に縮減し、５～６月にリーマンショック時並み

の特例とするとの方針が、総合経済対策で表明さ

れています。 

そして、令和３年１月末および３月末時点の感

染状況や雇用情勢が大きく悪化している場合、感

染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に

ついて特例を設ける等、柔軟に対応するとされて

います。 

 

◆３月以降の雇用調整助成金の特例措置はどうな

る？ 

参考としてリーマンショック時の主な特例措置

の内容を紹介すると、次のとおりです（実施時期

にはばらつきがあります）。 

(1) 助成率：中小企業 ４／５、大企業 ２／３（コ

ロナ特例措置では雇用を維持している場合、中

小企業 10／10、大企業３／４） 

(2) 生産指標要件：最近３カ月の生産量等が直前

３カ月または前年同期と比べて原則５％以上減

少（コロナ特例措置では１カ月５％以上減少） 

(3) 対象被保険者：被保険者期間６カ月未満の者

も助成（コロナ特例措置では緊急雇用安定助成

金により被保険者でない労働者も助成） 

(4) 支給限度日数：３年 300 日（コロナ特例措置

では令和２年４月１日から令和３年２月末まで

の期間＋１年 100 日、３年 150 日） 

 

◆３月以降は在籍型出向による雇用維持支援にシ

フト 

総合経済対策では、「産業雇用安定助成金（仮称）」

を創設し、出向元と出向先の双方を支援するとと

もに、出向元企業への雇用調整助成金による支援、

労働移動支援助成金による受入れ企業への支援も

引き続き実施するとされています。 

現在従業員を休業させ雇用調整助成金を活用し

ている企業においては、上記のような変更への対

応を検討しておく必要があるでしょう。 

 

◆人手不足企業向けには新たな雇入れ助成も 

コロナ禍による離職者等で、就労経験のない職

業に就くことを希望する求職者を一定期間試行雇

用する事業主に対する賃金助成制度（トライアル

雇用助成金）を創設するとともに、紹介予定派遣

を通じた正社員化（キャリアアップ助成金）を促

進するとされています。 

人手不足に悩んでいる企業においては、こうし

た制度の活用による人材確保も検討してみるのも

よいかもしれません。 

 

1 月の税務と労務の手続 提出期限 
12 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合

には、令和２年 7 月から 12 月までの徴収分を 1 月

20 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採

用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

2 月 1 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表＞

の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞［市区

町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月～12

月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞ 

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町村］ 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出［給与

の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 
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みくには 

ハートに愛 

 明けましておめでとうございます。年末年始はいかがでしたか。 

２０２１年で新型コロナが終息することを願わずにはいられません。 

今年もよろしくお願いします。 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 

 


